
- 312 - - 313 -

第４章　弁護士による授業案の提案

授業案�　差別一般

１	 対象

中学校3年生～高校生向け

２	 授業の概要・ねらい

差別を差別感情（気持ちの問題）と制度における差別（制度の問題）にジャンル分けし、1コマ

目に差別感情、2コマ目に制度における差別を扱う。

・	人権

人権が守られている状態はどんな状態かを安心・自信・自由のキーワードを使って理解する。

・	差別

差別感情（1コマ目）と制度における差別（2コマ目）の内容を理解する。

憲法14条の平等について理解する。

・	差別意識に基づく行動

事例を検討し、発言が差別意識に基づく言動と言えるか、人権が侵害されているといえるかを

検討する。ヘイトスピーチ、外国人への暴行など、差別意識に基づいた場合、人権侵害がエスカ

レートした実際の事例を紹介する。

困りごとを解決する手段として、差別・いじめ等の人権侵害（安心・自信・自由を傷つける）

手段を選択することが間違いであると理解する。

３	 授業の流れ

1限目

1限目は、差別感情について考える事例とグ

ループディスカッションで授業を構成。

⑴	 導入（5分）

弁護士の紹介（簡単に済ませる）。

⑵	 展開1（5分）

世界人権宣言・平等について説明する。

○人権とは何だろうか。

	 世界人権宣言1条、憲法11条の紹介。

	 ⇒人権は、生まれながらに持っているもの、
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人間らしく生きる権利など

○人間らしく生きる権利とはどういうことか。

	「人権が守られている状態」を「安心」「自信」「自由」のキーワードを使って説明。

⑶	 展開2（5分）

世界人権宣言2条、憲法14条の紹介。→「差

別」「差別されない」と出てくるが、差別とは

何かの説明はない。

○差別にはどのようなものがあるか。

⇒人種差別、男女差別、容姿による差別、学

歴に差別など

	 	 人種差別撤廃条約1条を例に出し、「差

別」あらゆる公的な生活分野で平等に人権

や基本的自由を認識、享受、行使すること

を妨げ、害する目的や効果をもつあらゆる

区別、排除、制限、優先と定められている

ことを紹介。

○差別感情（意識）とは何か。

→「差別」とはどのようなものかについて、

「見下し」と「遠ざけ」という判断基準を

伝え、自身で判断できるようにする。

	 	 差別には、個人の意識に基づく差別的言動、個人の差別感情が集団化した制度における差

別があることを意識させる。

⑷	 展開3　25分

創作事例1を紹介。
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第４章　弁護士による授業案の提案

グループディスカッション

発言ごとに、①発言したクラスメイトがそのような発言をしたのはなぜだと思うかを考える、

②各発言は差別的な発言だと思うか、思う場合はどのような差別感情に基づいた発言か考える、

③Aの安心･自信･自由がどうなっているか考える。

ここでは、「あだ名として『フィリピン、Ｆ、ピーナ』と呼んだ」「外国人って集まると犯罪す

るじゃん」「はったつ、アスペ」という内容ごとに検討する班を分ける。

各班から発表。

各班の発表の後、改めて①～③を

整理する。

①については、「その場の話に合

わせた」「面白いから」「言い始め

た人に同調した」「そこまで悪い言

葉と思わなかった」など、発言した

人にとっては軽い気持ちなどが引

き金となって各発言をしていた可

能性に気づいてもらう。

②については、クラスメイトの発

言でAの安心・自信・自由が傷ついていることに気づいてもらい、クラスメイトの言動には、外

国ルーツを持つ人への差別、経済的弱者への差別、見た目の差別、職業差別、外国人差別、障害
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者差別などの意識がクラスメイト

の各発言に隠れている可能性があ

ることを指摘し、差別感情が「見下

し」と「遠ざけ」からできているこ

とを説明する。

③については、クラスメイトの発言でAの安心・自信・自由が傷ついていることに気づいて

もらう。

⑸	 展開4　10分

ヘイトスピーチ、技能実習生暴行等を題材として、差別意識がエスカレートした実際の事例を

紹介

⑹	 まとめ　5分

人を見下す気持ちは、対象が自分（達）より何らかの意味で「下」であるという意識であり、「能

力が劣っている」「なまけものだ」「汚い」「性格が悪い」などのマイナスの価値を対象者に付与

して「上下」関係を作る。人は自分と相手を比較して、自分より「下」にいる存在を作ろうとす

るものであり、これを「下方比較」という。人は自分より不幸な人と比較することによって、自

分の主観的な幸福さ（well-being）を高めることができる。下方比較は主観的な幸福さの減少に

よって引き起こされるといわれており、自尊感情（self-esteem）の低い人ほど下方比較を行いや

すい傾向にある。自己肯定感が低い人ほど、他者を「下」とみて自分の幸福感を満たそうとする
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第４章　弁護士による授業案の提案

状況がある。

「遠ざけ」は、自分たちと被差別集団は異質であると扱うことである。「彼ら」と「我々」を明

確に区別し、被差別集団は「外部」の自分たちとは異質な人々であるとすること。犯罪者は自分

たちとは全く違う特異な人たちだと「遠ざけ」る。外国人は、障害者は、あの人は、「自分たち（＝

我々）」とは違う存在なんだと区別することが「遠ざけ」である。知らない人や知らないことに

は恐怖心が生まれ、怖いこととして捉えてしまったり、自分と違う「外部」の人たちを理解しよ

うとしたりする気持ちが薄れる原因になる。「遠ざけ」は差別意識を高める大きな原因になって

いる。

事例ではクラスメイトは、Aがフィリピンルーツだということで、「自分たち」とは違う存在

と遠ざけ、障害者、外国ルーツ、貧乏という「属性」からAを「下」として「見下す」意識を言

葉にしている。

「属性」を理由に「見下し」「遠ざけ」る集団化した意識が差別。個人の差別感情が集団化して

社会的な差別意識となる。

他者を「見下す」意識は多かれ少なかれ持っているかもしれないが、差別感情を公共の場に出

すことは相手の安心・自信・自由を傷つける（＝いじめにもあたる）ので許されない。

「遠ざけ」（被差別集団の外部化）が外部である「彼ら」を理解しようとする気持ちを薄れさせ、

知らない属性の人に対する恐怖心等を生み出す。

差別意識がエスカレートすると、ヘイトスピーチやハラスメントにつながりうる。

差別問題は遠い世界の出来事ではなく、現代日本での人権課題であることを理解させ、差別的

言動の危険性を実感する。

これら差別的な発言は、「いじめ」にもなる。クラスで「おかしいよ！」と声を上げるのはす

ごく勇気がいるし、できないことも多いかもしれない。しかし反対の意見を言う人がいなければ、

クラスの中でAさんのような人は見下される存在だという雰囲気、差別意識がその集団に出来

上がる。発言していない人からすれば、自分は何も関わっていないはずなのに、差別意識がある

集団に属していることになっている。集団としての差別意識は、意識的になくそうとしなければ、

いつの間にか出来上がっている。

2限目

⑴	 導入　5分

○中高生で、ジェンダーギャップを感じるか

　高校生は実感しにくい例もあると思われ
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るので、自身が実感する男女差別があるか

を聞く。

○仕事・家事・育児について、男女で違いは

あるか

○社会においては、ジェンダーギャップが存

在すると思うか

○社会においてジェンダーギャップが存在する要因は何だと思うか

社会の中で、議員、弁護士、管理職、医師に女性割合が低いことを指摘する

⑵	 展開1　35分

事例2として、医学部入試事件の事例を把握

してもらう。	

教育基本法4条1項は「すべて国民は、ひと

しく、その能力に応じた教育を受ける機会を与

えられなければならず、人種、信条、性別、社

会的身分、経済的地位又は門地によって、教育

上差別されない」と定め、大学設置基準2条の

2は「入試選抜は、公正かつ妥当な方法により

行う」と定めている。

○一律に小論文の得点を減じた上で、男性現

関弁連シンポ報告2024決.indd   318関弁連シンポ報告2024決.indd   318 2024/09/13   18:102024/09/13   18:10



- 318 - - 319 -

第４章　弁護士による授業案の提案

役生・1浪生は加点し、多浪生や女性は加

点しない（加点を減らす）扱いが「差別」

ではないか。

グループディスカッションをしてもらう。

中高生は、入試差別が生じた理由とされる当

直制度等の意思の過酷な労働実態、女性の育

児・家事の偏重の問題の実感がないので、紹介する。

○大学がこのような入試制度にした意図がどこにあるか。

①女性について

⇒結婚や出産で離職したり夜勤ができなかったりする女性医師を歓迎しない。

⇒当直しない人が多いから女性医師を増やしたくない。

※「女性は家庭で子育て」という偏りを強化する方向につながることを指摘した上で、性別と

いう自らの努力や意思で変えることのできない属性を理由として女性受験者を一律に不利益に

扱うもので差別にあたることを説明。

②浪人生について

⇒大学入学時に浪人した人は、卒業後の医師国家試験の合格率が低い（と思われている）。

※差別ではないとの意見については、「理由付け」の根拠が客観的データに基づいているか、

その区別が「見下し」「遠ざけ」につながり浪人生への差別意識に繋がらないかを考慮する必要

があることを指摘する。差別であるとの意見については、大学の経営の自由（憲法22条）がどの

程度制限されるかも検討する必要があることを指摘する。公表すればよいとの意見については、

医大の数と浪人生や女性を加点なしとする大学の数、その地域に進学できる医大がどの程度ある

か、大学の経営の自由で淘汰されていく問題であるか等を検討する必要があることを指摘する。

※以下、時間があれば言及する。

第三者委員会の調査報告書について言及し、女性を不利益に扱う部分は、平等原則、教育の機

会の均等及び入試手続の公平性の要請に著しく反するものとして、到底許されない。女性に妊娠

や出産というライフイベントがあるとしても、様々な社会的支援等により女性の働き方を十分に

尊重しながら、方策を講じるべきであり、現状を肯定的に受け容れるものではないとしても、女

性受験生にそのつけを回すことを正当化する理由はない。としていること、浪人生については、

機械的・一律に、多浪か否かという属性のみに着目して、多浪の受験生を不利益に取り扱うこと

は著しく不合理であり、許されない。受験生の個別の資質を見極めることなく一律に得点調整す
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ることを正当化する根拠になるとは考えにくいとしていることを紹介する。

裁判例にも言及し、【女性】（東京高判令和5年5月30日）本件属性調整は、性別という自らの

努力や意思によっては変えることのできない属性を理由として、女性の受験者を一律に不利益に

扱うものであって、性別による不合理な差別的取扱いを禁止した教育基本法4条1項及び憲法14

条1項の趣旨に反するものというべきである。【浪人生】（東京地判令和2年3月6日）本件得点調

整は、属性により一律に不利益に扱うものであるところ、被告は、本件得点調整が合理的な根拠

に基づく差別的取扱いであることについて具体的な主張立証をしていない。本件得点調整は、憲

法14条1	項や大学設置基準2の2の趣旨等に反するものであって、本件対象消費者との関係で違

法である疑いが極めて強いものというべきである。	出願者にとって、大学受験における合否判

定が、その後の人生の岐路となり得る重大な事項であることはいうまでもなく、出願者は、被告

が平等原則を尊重し、多様性に配慮した上で公正かつ妥当な方法による選抜を行うことを前提と

して、大学への出願を行うものと解される。募集に際して、本件対象消費者に対し、学生募集要

項等により、その属性を入学試験の評価において考慮する旨を告知すべき信義則上の義務を負う

ものと解するのが相当であり、被告において上記告知を行わず、密かに本件得点調整を行ってい

たことは、本件対象者との関係で違法との評価を免れない。

⑶	 展開2　15分

実質的平等については、	憲法14条を紹介し、

差別を考える前提として平等について形式的

平等・実質的平等を、リンゴをジャンプして取

る課題を例に説明する。参加者のうち一部を不

利な位置からジャンプさせたり、参加させな

かったりするルールにしている状態は形式的

平等が保たれていない状態。参加者3人が身長

180cmの人、150cmの人、100cmの人だった

とき、同じ地面からジャンプすることが平等か

（形式的平等・機会の平等）皆を同じ180cmに

することが平等か（150cmの人には30cmの

踏み台を用意する等）（実質的平等・結果の平

等）を紹介する。

以下は、障害者雇用か、あるいは、理工学部の女性枠について、いずれかを選択して検討する。
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第４章　弁護士による授業案の提案

ケース1　障害者雇用

事例1で「障害者枠で就職」「楽な就活」という発言は、障害者雇用促進法で企業に障害者の雇

用が義務づけられていること（障害者雇用促進法43条）に基づく。このような制度が導入され

た背景を説明する。障害者であるために仕事に就きにくい現状、働くことは社会の一員として自

分の存在を肯定されているとの承認欲求を満たすものであり「自信」のために必要なことであり、

障害者が仕事に就きにくいという不利益状況を改善するための措置（不利な人に手厚く）である

ことを説明する。

歴史的・社会的に差別を被ってきた集団は、機会を平等にしたからといって、それだけで今ま

で被ってきた不利益を改善されない。差別を受

けてきた人たちに手厚くというのが実質的平

等の考え方である。

ケース2　理工学部の助成枠

理工系学部の女性枠導入の動きについて

ニュース記事を紹介して実質的平等と逆差別

について、都立高校の男女別定員撤廃の記事を

紹介して実質的平等のために導入された定員制が時代の経過によって形式的平等を害する状況

となっていたことを紹介する。

⑷	 まとめ　5分

制度における差別、その差別が人権を害することを理解させる。
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